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は　じ　め　に

　措置入院制度の創設は，1950年の『精神衛生法』制定

時に遡る．以来，1965年改正時の緊急措置入院制度および

入院措置の解除規定，守秘義務規定の新設など，いくつか

の改正が行われ，応急入院の新設など関連する制度の変遷

を経ているが，措置入院制度の骨格そのものに大きな変更

は加えられていない．2001年に大阪教育大学附属池田小

学校で発生した無差別殺傷事件の犯人に措置入院歴があっ

たことから，当時，措置入院のあり方についての検討も行

われているが，2003年，『心神喪失等の状態で重大な他害
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特　集

措置入院制度を見直す―主に連携の視点から―

措置入院制度における警察との連携

藤井　千代

　措置通報において最も多くを占める警察官通報については，2016年から2017年にか

けて厚生労働省が実施した「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」に

おいて，都道府県および政令指定都市別の人口10万人あたりの警察官通報数，通報後に

措置診察に至る割合および警察官通報から措置入院となる割合などには大きな地域差が

あることが指摘された．これを受け，著者らの研究班では警察官通報に係る調査および精

神科医療従事者や自治体関係者，警察関係者らとの協議を踏まえて措置入院の運用に関

するガイドライン案を提示し，この案を踏まえて2018年 3月27日に，厚生労働省から

社会・援護局障害保健福祉部長通知として，『措置入院の運用に関するガイドライン』（障

発0327第 15号）が発出された．ガイドラインでは，主に自治体職員と警察官を対象と

して，警察官通報の受理に関すること，通報受理後の事前調査から措置診察までのプロセ

ス，地域の関係者による協議の場の設定などに関する考え方および運用のあり方が示され

た．ガイドライン発出後，警察官通報の地域差はいく分是正され，地域の関係者による協

議の場の設定も進みつつあるが，ガイドラインの効果については今後継続的に検証してい

く必要がある．緊急な医療を必要とする精神障害者を医療につなげるうえで警察官通報が

重要な役割を果たしており，措置入院等の非自発的な処遇を防ぐという観点からも警察と

自治体，精神科医療機関との連携は重要である．継続的な研修などを通じてガイドライン

のさらなる普及を図るとともに必要に応じた改正も視野に入れつつ，地域の関係者による

協議の場などを活用して警察との適切な連携を構築することは，地域精神保健医療の質の

向上にもつながるものと考えられる．
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行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（医療観察

法）』が成立し，措置入院に関する制度改正は行われるこ

となく経過した．その後も制度改正と運用適正化の必要

性，特に措置通報の大半を占める警察官通報をめぐる課題

は残存しており7），措置入院をめぐる警察と行政，医療機

関の連携のあり方は，その課題の最たるものの1つである．

Ⅰ．措置入院制度運用の地域差

　措置入院制度の運用は，『精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律』（以下，『精神保健福祉法』）の逐条解説や，

関連する通知などに基づいて行われている．しかし，通報

の受理，措置診察の要否判断に係る業務の取り扱いなどに

ついて，国が明確な指針を示していなかったことから，各

自治体が独自に措置入院に係る業務マニュアルを整備する

など，地域の実情に応じた対応が行われてきた．警察官通

報数や，通報後に措置診察に至る割合などの地域差につい

ては，これまでもたびたび指摘されてはいたが，その是正

についての対応は十分とは言い難い状況であった．そのよ

うななか，2016年 7月 26日に元措置入院者により引き起

こされた，相模原市の障害者支援施設における戦後最大級

の殺傷事件をきっかけとして，措置入院の入り口問題が大

きな注目を集め，都道府県別の人口 10万人あたりの警察

官通報数，通報後に措置診察に至る割合および警察官通報

から措置入院となる割合に大きな地域差があることがク

ローズアップされるに至った（図 1）．

　前述の通り，措置入院制度の運用に関しては，国の明確

な指針のないなかで，各自治体の努力により体制整備を

行ってきたものであり，ある程度の地域差が生じることは

避けられなかったものと考えられる．しかしながら，措置

入院が，同じ法に基づく行政処分であることを踏まえれ

ば，大きな地域差は放置してよい問題ではなく，地域差が

生じた背景を検討したうえで対策を講じるべき課題を明確

にすることが必要であると考えられた．

　著者らは，厚生労働省により実施された 47都道府県お

よび 20政令指定都市を対象とした措置入院制度運用に関

するアンケートにおいて，データの研究活用について同意

の得られた 45都道府県および 18政令指定都市の警察官通

報受理の運用状況を検討するとともに，自治体および警察

への措置入院制度運用に関するヒアリングを実施し，これ

らの結果を踏まえて措置入院制度運用の地域差に関連する

要因の検討を実施した8）．アンケートは，保健所などにお

ける警察官通報の受理手続き，警察官通報受理時の状況，

措置診察の要否判断の具体的手順，措置入院運用マニュア

ルの有無，通報処理における専門職の関与，夜間休日の体

制，精神保健指定医確保に関することなど，通報受理から
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図 1　2014 年度　都道府県別警察官通報対応状況（対人口 10万人）
（文献 2より引用）
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措置診察に至るまでのプロセスを問う内容であり，被通報

者の診断カテゴリーについては調査していない．その結

果，そもそも地域差を示す根拠となる統計情報である衛生

行政報告例のデータの正確性に問題があることが判明し

た8）．すなわち，衛生行政報告例のデータに計上されてい

る警察官通報の件数のなかには，警察から都道府県等に対

し，「相談」として行った，『精神保健福祉法』第 23条の

通報要件に該当しないものの件数が含まれている県が複数

存在していたのである．

　自治体職員から大きな問題であると指摘されたのが，

「被通報者の身柄が確保されていない状況での通報」の地

域差である．自治体アンケートによれば，都道府県と政令

指定都市の約半数において，被通報者の身柄が確保されて

いない状況での通報が行われていた（図 2）8）．事前調査時

に被通報者の身柄が確保されていない状況においては，自

治体による事前調査自体が困難もしくは不可能となる．こ

のため，警察が保護・逮捕などしていないことをもって自

傷他害のおそれがないと考え，措置診察不要と判断される

可能性が高いと考えられる．先行研究においても，警察が

被通報者の保護を継続している場合は自傷他害のおそれの

ある可能性が高いとの認識が生じ，要措置診察と判断され

る可能性が高くなるとの指摘がある10,11）．措置診察不要と

なる状況としては，被通報者が措置入院以外の入院形態で

入院した後に通報書が提出される例があることや，警察に

おいて保護されていない状態での通報，警察が関与するこ

とになった事態から数日～年単位の時間が経過した後の通

報，警察官が直接確認していない第三者からの情報による

通報などについても指摘されている10,11）．

　警察および自治体職員へのヒアリングでは，自治体の相

談支援体制や精神科医療へのアクセスの整備状況，自治体

と警察との連携体制が，警察官通報の地域差に関連してい

る可能性もあると考えられた．さらに，自治体職員が措置

診察の要否判断の際に，医療への迅速なアクセスを重視

し，原則として診察を実施することを前提に事前調査を実

施している自治体がある一方で，措置診察自体が被通報者

にとって強制性を伴うことなどから，そのような対応をな

るべく抑制的に行うことを重視して，できるだけ措置診察

を行わないような運用としている自治体もあるなど，措置

診察の要否判断の際に重視する事項の違いも地域差に関連

している可能性も示唆された8）．

Ⅱ．措置入院の運用ガイドライン

　上記のような状況を踏まえて，著者らは，厚生労働省や

各自治体，精神科医療関係者，警察庁および現場の警察官

らなどとの協議を重ね，措置入院の運用に係る論点，それ

らへの対応策について整理した．著者らが研究成果物とし

てまとめた『措置入院の運用ガイドライン』8）をほぼ踏襲

する形で，厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

「『措置入院の運用に関するガイドライン』について（厚生

労働省障発 0327第 15号）」4）（以下，「ガイドライン」）が，

2018年 3月に厚生労働省より発出された（表）．措置入院

における警察との連携に関連する内容を以下に示す．
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図 2　被通報者の身柄の保護を伴わない通報の割合別自治体数
（文献 8より引用）

0

5

10

15

20

25

30

35

自
治
体
数

0 0～10 11～20 21～30 31～40 41～50
通報全体に占める保護を伴わない通報の割合

51～60 61～70 71～80 81～90

31

13

4 3 4 3 2 1 1 1

（％）



386

1．	通報か否かの確認

　この点に関しては，警察から保健所などの自治体に連絡

があった際，「警察官通報」であることを確認することが

求められた．このことは当然のことのように思われるが，

実際には「警察官通報」と「相談」が混同される状況も起

こりうる．これには，警察官通報は要式行為たることを要

しない，すなわち書面を作成したり，届出を出したりと

いった法令に定める一定方式に従って行わなければ不成立

または無効とされる行為ではないため，自治体の慣例によ

り，文書のほか，口頭，電話などすべての通報手段を用い

ることが可能であることが関係している．精神障害者に関

することで警察から自治体に連絡する場面は，警察官通報

のほかにも『精神保健福祉法』第 47条第 1項の「相談」

もあるため，特に口頭や電話での連絡の場合，混乱が生じ

やすい．通常，当該ケースにおける警察と自治体の連携は，

警察から自治体への連絡で始まるのであり，最初の連携場

面において，事実確認を確実に行うことが重要であること

は論をまたない．

2．	保護・逮捕されていない状況での通報

　ガイドライン作成にあたり，特に問題となったのは，措

置入院運用の地域差が生じる要因の 1つとして挙げられて

いた「被通報者の身柄が確保されていない状況での通報」

の取り扱いである．『精神保健福祉法』第 23条（警察官通

報）によれば，警察官は精神障害のために自身を傷つけま

たは他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見

したときは，直ちに，その旨を通報しなければならないと

されている．ここで問題となるのは，「発見したとき」とは

どのような状況を意味するのかということである．同法第

23条は，1965年の法改正前は，『警察官職務執行法』（以

下，『警職法』）第 3条の規定によって保護された事例につ

いてのみ通報することとされていた．しかし，現実には，

犯罪の被疑者を逮捕した後，当該被疑者に精神障害のため

に自傷他害のおそれがあると認められた場合などに通報さ

れるケースも多く含まれていたことから，同改正により実

態に即した形に改められたものであるが，その際に「保護

または逮捕したとき」ではなく「発見したとき」とされた．

　法改正の経緯を鑑みれば，警察官通報の対象は，警察に

おいて保護や逮捕などがなされた事例であるといえる．し

かし一方で，警察官が行う「精神錯乱者の保護」は，警職

法第 3条第 1項に基づいて行われるが，同項は「精神錯乱

により自己又は他人の生命，身体，財産に危害を及ぼすお

それのある者で，応急の救護を要すると認められる者」を

保護しなければならないと規定している．すなわち警察官

は，精神錯乱により自傷他害のおそれがある者であって

も，その者の所在する場所や，保護によらなくてもその者

を監護できるなどの状況から，直ちに応急の救護を要する

と認められない場合は，法の規定に則り保護をしないこと

もある．例えば，被通報者が児童相談所などの施設に入所

中であり，その施設の職員から警察に通報された場合で，

施設内において施設職員が被通報者を監護できると判断さ

れれば，警察官が保護していない状況での警察官通報とな

りうる．また，保護のうえ警察官通報を行った後であって

も，状況によっては保護を解除せざるをえなくなることも

ある．しかしその場合でも，警察官は「精神錯乱により自

傷他害のおそれがある者」を「発見」はしているため，

「保護・逮捕されていない状況での通報」が生じうる，と

いうのが警察側の主張であった8）．一方，警察官通報を受

理する自治体側からは，通報受理後に実施する事前調査が
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表　「措置入院の運用に関するガイドライン」の概要

警察官通報の受理
�都道府県等の職員は，警察から連絡があった際，「警察官通報
であること」「警察官が対象者を発見した状況」等を確認．
�被通報者が警察官に保護・逮捕等されていない状況での通報
等への対応を明確化．

警察官通報の受理後，事前調査と措置診察まで
�原則，職員を速やかに被通報者の現在場所に派遣し，面接を
行わせ，事前調査の上で措置診察の要否を決定．
�事前調査に際しては可能な限り複数名の職員で実施し，専門
職による対応が望ましい．
�措置診察の要否の判断は，都道府県等において，協議・検討
の体制を確保し，組織的に判断することが適当．
措置入院の運用に係る体制（特に夜間・休日）の整備が必要．
�被通報者に精神障害があると疑う根拠となる具体的言動がな
い場合等，「措置診察を行わない決定をすることが考えられ
る場合」を明確化．
�措置診察に至らなかった場合や措置診察により入院不要とさ
れた場合であっても，被通報者にその後の支援が必要と認め
られる場合には，自治体は精神保健福祉法第 47条に基づく
相談指導等を積極的に行うことが望ましい．

地域の関係者による協議の場
�都道府県等は，自治体，精神科医療関係者，福祉関係者，障
害者団体，家族会，警察，消防機関等の地域の関係者による
「協議の場」を設け，以下の事項について年に 1～2回程度協
議することが望ましい（個人情報は取り扱わない）
　・�ガイドラインを踏まえた警察官通報等から措置入院までの
対応方針

　・�困難事例への対応のあり方など運用に関する課題
　・�移送の運用方法　等

（文献 2より引用）
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困難もしくは不可能となることもあり，「保護・逮捕され

ていない状況での通報」は容認し難いとの認識が示され

た．最終的には，『精神保健福祉法』と『警職法』の間の乖

離がある以上，保護・逮捕を通報要件としてガイドライン

に記載することはできないとの結論に至り，被通報者の身

柄が確保されていない状態での通報の考え方について，例

外として記載されることとなった．

　被通報者の身柄が確保されていない状況での通報が起こ

りうる例外的な状況についてガイドラインに記載すること

により，そのような通報を最小限にとどめるねらいがあっ

たものの，実際に保護・逮捕されていない状況で通報され

た場合，事前調査を行う際の困難は不可避となる．した

がってそのような場合は，どのような方法で事前調査すべ

きかについて，通報の段階で警察や被通報者の家族などと

調整する必要があることについてもガイドライン中で言及

された．

3．	措置入院に至らなかったケースの支援

　警察は，地域に密着して 24時間体制で活動しているこ

とから，夜間・休日を問わず，地域の精神障害者の自傷他

害行為などに係る通報や相談などを受けることが多い．こ

のため，精神科医療を必要としている住民に対し自治体が

適時適切な相談支援を行ううえでは，警察からの相談や情

報提供に適切に対応することが重要である．警察と自治体

の連携体制が十分であり，『精神保健福祉法』第 47条に基

づく自治体の相談支援が適切に提供され，必要な精神科医

療へのアクセスが確保されている場合には，警察からの相

談や情報提供の段階で相談支援が開始され，結果として警

察官通報に至ることなく必要な医療につながることも考え

られる．しかしながら，警察官に対するヒアリングでは，

「相談」では相談支援や医療機関の紹介が適切に行われな

いため，あえて「警察官通報」とすることがあるとの声も

あり，自治体によっては人的資源の確保の難しさなど，さ

まざまな要因により十分な支援体制がとれていない場合も

少なからずあることがうかがえた．

　ガイドラインにおいては，措置診察に至らなかった場合

や措置診察により入院医療が不要とされた場合であって

も，当該ケースに対するその後の支援が必要と認められる

場合には，自治体は『精神保健福祉法』第 47条に基づく

相談指導などを積極的に行うことが望ましいとされた．ま

た，当該ケースに対するその後の支援が必要と認められる

が，当該ケースの居住地を管轄する自治体が措置入院の要

否判断を行った自治体と異なるといった状況もしばしば起

こりうる．この場合は，措置入院の要否判断を行った自治

体が当該ケースの居住地を管轄する自治体に連絡し，その

ケースへの支援の必要性について自治体間で情報共有を行

うことが望ましいとされた．情報共有に際しては，個人情

報保護法に則り，当該ケースの同意が必要であるが，実際

には連携の必要性が高いケースほど同意が得られにくい傾

向にあるとも考えられる．この点に関しては現行法での対

応は困難であり，ガイドラインにおいては，本人の同意が

前提とされている．

4．	地域の関係者による協議の場

　ガイドラインの策定により，これまで自治体ごとの慣例

で運用されていた事項が少なくなかった措置入院制度運用

の一定の平準化が期待されるものの，実際にはガイドライ

ンに対応方法を示すことが難しく，ケースバイケースで検

討するしかない状況も多々あることが想定される．そのよ

うな，きめ細かな対応が求められる状況については，警察

を含む地域の関係者が措置入院の運用などについて話し合

う機会などを通じて，相互理解を深め双方の認識をすり合

わせていくことが重要である．

　このため，ガイドラインにおいては，地域ごとに，自治

体職員，精神科医療関係者，福祉関係者，障害者団体，家

族会，警察，消防機関などの地域の関係者による協議の場

を設け，措置入院の運用に係る課題について話し合う機会

をもつことを強く推奨している．検討課題としては，例え

ば，ガイドラインを踏まえた警察官通報などから措置入院

までの対応方針，困難事例への対応のあり方，移送の運用

方法などが考えられる．このような協議の場を通じた関係

者間の連携により，措置入院の運用のみならず，地域の精

神障害者支援全般の質の向上も期待される．なお，ガイド

ラインに示されている協議の場は，措置入院の適切な運用

のあり方などについて地域の関係者が協議を行うものであ

り，そこで個人情報を共有することは想定されていない．

Ⅲ．ガイドラインの効果

　ガイドラインの効果についてはまだ十分に検証されてい

ないが，被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報に関

する変化については，参考データがある．2017年度に実施

された全国の都道府県および政令指定都市を対象とした調

査においては，被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通
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報を経験した自治体は，調査に回答した 63自治体中の 32

（50.8％）自治体であった8）．また，同年度の 3ヵ月間にお

ける警察官通報件数は 5,445件，うち身柄の保護を伴わな

い通報は 1,128件（20.7％）であった．一方で，2019年度

に全国の保健所など（計 374箇所）に対して実施した調査

においては，被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報

に関する設問に回答した 176箇所の保健所などのうち，58

箇所（33.0％）が保護を伴わない警察官通報を経験してい

た9）．同年度の調査において，警察官通報のうち被通報者

が保護されない状態で通報が行われたのは，警察官通報

4,280件中 243件と 5.7％にとどまっていた．この 2つの

調査は調査対象が異なるため参考値となるが，運用ガイド

ライン制定の前後で被通報者の身柄の保護を伴わない警察

官通報が減少している可能性がうかがえる．

　協議の場の設定については，過半数（51％）の保健所な

どが警察との協議の場をもつ機会があったことが示されて

いる9）．協議内容は，措置入院制度運用全般についての確

認や 23条通報時の対応，通報の基準，精神科救急システ

ムに関すること，措置不要となった場合の支援内容，自殺

未遂者支援，酩酊者への対応などさまざまであるが，協議

の場を活用して地域の関係者間の連携構築が行われている

ようである．

　このような一定の効果が示唆される一方で，ガイドライ

ン発出前より地域の関係者の努力や制度の柔軟な運用によ

り，国が明確な指針を示していない状況に対応してきた自

治体にとっては，ガイドラインで「標準的」な運用を示さ

れることによる弊害が生じていることも懸念される．数十

年以上の長期にわたり，措置入院制度の標準的な運用が示

されなかったことから，各自治体は必要に迫られて制度運

用のローカルルールを作ってきたのであり，制度運用に地

域差が生じたことは，いわば当然の帰結ともいえる．とは

いえ，措置入院制度は自治体の条例などではなく『精神保

健福祉法』に基づいていることを踏まえれば，著しい地域

差については可能な限り是正していくことを指向すべきで

あろう．協議の場において，警察を含む地域の関係者がガ

イドラインに基づき制度の適切な運用などについて話し合

いを重ねることにより，関係者間の連携を促進していくこ

とが望まれる．

Ⅳ．残された課題

　措置入院の制度運用のプロセスでは，被通報者に他害の

おそれまたは他害の事実があるものの，その他害行為が精

神障害によるものであるかどうかの判断が難しい事例に直

面することがある．このような「他害のおそれが精神障害

によるものか判断が難しい事例」について，相模原市の障

害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チー

ムの報告書では「グレーゾーン事例」と称されている5）．

同報告書は，グレーゾーン事例のうち，医療・福祉による

支援では対応が難しいものについて他害防止の措置を執れ

るようにすることについては，人権保護などの観点から極

めて慎重でなければならないと警鐘をならしつつ，「緊急

措置診察や措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によ

るものか判断が難しい事例（グレーゾーン事例）があるこ

とについて，都道府県知事等や警察などの関係者が共通認

識を持つべきではないか」との問題提起をしている．この

立場は，厚生労働省の「これからの精神保健医療福祉のあ

り方に関する検討会」でも維持され，同検討会の報告書に

も同様の内容が記載された3）．

　精神科医療の現場で，多くの精神科医療関係者が長年対

応に苦慮してきたこの問題について，国が検討すべき課題

であるとの認識を示したことの意義は大きい．これまで，

グレーゾーン事例と考えられるケースが措置入院などによ

り精神科医療の対象とされた場合，その後たとえ他害行為

が精神病理によるものではなかったと判明したとしても，

再び司法的な関与を期待することは困難であった．精神科

医療の目的は防犯ではないことは言うまでもないが，実際

には，医療的対応と司法的対応の両方が必要なケースもあ

るのが精神科臨床の現場である．

　ガイドラインにおいては，グレーゾーン事例への対応に

ついては明示的に示されておらず，今後継続的に検討すべ

き重要な課題として残されている．本人の人権を尊重しつ

つ適切な対応をするためには，警察や検察と精神科医療，

自治体との間で，グレーゾーン事例への対応についての議

論が進むことが期待される．とはいえ，個人情報の取り扱

いに関する課題などを含む非常にデリケートな問題でもあ

り，当事者や法律家にも意見を求めつつ，慎重かつ継続的

に議論していくことが求められる．

お　わ　り　に

　精神保健医療福祉サービスは，入院中心であった時代か

ら，関係者の努力により徐々に地域生活支援重視の方向に

移りつつある．重度の精神障害者の生活を地域で支えてい
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くうえでは，急激な病状悪化などへの危機介入が適切に行

えることが重要である．地域において 24時間 365日体制

で活動する警察は，精神障害者を含む地域住民の生活の安

全を守るうえで欠かせない存在であることは言うまでもな

い．警察官通報時の連携のみならず，精神障害が疑われる

住民に関する警察からの相談に適切に対応することによ

り，非自発的入院の減少につながることも期待される．精

神科医療の脱施設化が進み，地域精神保健医療体制が充実

している諸外国においては，警察と精神保健医療関係者と

の連携についてもさまざまな工夫が行われ，成果を上げて

いる1,6）．わが国においては，連携が進んでいる一部の地域

はあるものの，多くの地域においてはこれからの課題であ

る．ガイドラインの発出を契機として，地域の関係者間の

協議の場の設置などを通じ，警察と地域精神保健医療関係

者との連携が進むことが望まれる．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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　　The Specialist Committee on the Future of Mental Health and Medical Welfare that was 

established by the Ministry of Health, Labour and Welfare from 2016 to 2017 pointed out sig-

nificant regional differences in the number of police officer reports per 100,000 population and 

the percentage of reports that led to a medical examination and those that led to hospitalization. 

Therefore, our research team proposed a draft guideline on the administrative hospitalization 

operation based on a survey of the police reports and discussions with mental health profes-

sionals, local government officials, and police officials. On March 27, 2018, the Ministry of 

Health, Labour and Welfare issued the Guidelines for the Operation of Administrative Hospi-

talization based on this draft. The guideline, mainly for local government officials and police 

officers, presented the concept and operation of accepting police reports, the process from the 

preliminary investigation after accepting the report for medical examination, and the setting of 

a place for consultation meetings by relevant community parties. After the guidelines were 

issued, the regional differences in police reports were modestly corrected, and consultation 

meetings by local stakeholders were established. The effectiveness of the guidelines needs to be 

continuously verified. Police officers’ reports play an important role in connecting people with 

mental disorders who need urgent medical care and thus cooperation between the police, local 

governments, and psychiatric hospitals is important to prevent involuntary hospitalization. 

While promoting the guidelines through continuous training and other means and considering 

revisions as necessary, the establishment of appropriate cooperation with the police through the 

use of consultation meetings among relevant parties in the community can improve the quality 

of community mental health care.
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